
 千葉県警察学校給食業務委託

 公募型企画提案（プロポーザル）方式の募集

 

 　下記のとおり企画提案書等の提出を招請します。

 　令和８年４月１６日

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県知事　　熊谷　俊人

 記

 １　業務概要

 （１）業務内容　給食業務委託

 （２）履行場所　千葉県知事が指定する場所

 （３）委託期間　令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで

 （４）仕様　　　仕様書による

 （５）上限金額　総額

 　　　９３，０６０，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む ）。

 　　　月額

 　　　　２，５８５，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む ）。

 ２　応募資格

　　公募型企画提案（プロポーザル）方式（以下「プロポーザル」という ）に参加す。

 　ることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

 （１）応募の際、企画提案書等の提出が可能であること。

 （２）千葉県警察が必要とする業務について、委託期間内の履行が可能であること。

 （３）千葉県又は隣接都県に事務所を設け、打合せ等の急な要請に応じられること。

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

 　　い者であること。

（５）物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づき、委託の資

 　　格を有する者であること。

（６）この募集開始の日から契約の相手方の決定の日までの間に、物品等一般競争入札

　　参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている

 　　日が含まれないこと。

（７）この募集開始の日から契約の相手方の決定の日までの間に、千葉県物品等指名競

　　争入札参加者指名停止等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び

　　物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けて

 　　いる日が含まれないこと。

（８）本プロポーザルを審査する委員会の委員でないこと。また、当該委員が自ら主宰

　　し、役員、顧問もしくは構成員として関係する法人及びその他の組織に所属する者

 　　ではないこと。

（９）令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの間に健康増進法（平成１４年法

　　律第１０３号）の規程により設置した特定給食施設において給食業務を１年以上履



 　　行した実績を有していること。

 ３　企画提案書の選定のための評価基準

　　応募要領、仕様書等の目的及び内容を理解し、その趣旨に沿った企画提案書を作成

 　していること。

 ４　手続き等

 （１）担当所属

 　　　千葉県警察学校会計係

 　　　所在地：千葉県東金市士農田２８－１

 　　　電　話：０４７５－５８－４１１１（内線　２２０）

　　　※本プロポーザルへの参加を希望する者は、担当所属に連絡して応募要領を受領

 　　　　した上、必要書類を作成し提出すること。

 （２）応募要領の交付期間

　　　令和８年４月１６日から５月１日（千葉県の休日に関する条例（平成元年千葉県

 条例第１号）第１条に規定する県の休日を除く ）の午前９時から午後５時まで。

 （３）必要書類の提出期限等

 　　ア　提出期限

 　　（ア）参加申請に係る書類（必要書類については、応募要領を確認すること ）。

 　　　　　令和８年５月１日（金）午後５時

 　　（イ）企画提案書

 　　　　　令和８年５月２１日（木）午後５時

 　　イ　提出場所

 　　　　前記（１）に同じ

 　　ウ　提出方法　

　　　　持参又は郵送（ＦＡＸ、メールでの提出は不可。郵送の場合は、提出期限まで

、 。）　　　に到達していることが必須であることから 必ず担当者に到達確認をすること

 ５　説明会

 　　次の日程により説明会を開催する。

 （１）日時

 　　　令和８年４月２４日（金）午後２時から

 （２）会場

 　　　千葉県警察警察学校

 （３）内容

 　　　応募要領に沿った説明及び質疑応答

 （４）その他

、 （ ） 、 （ ）　　ア　説明会に出席を希望する者は ４月２３日 木 午後５時までに 前記４ １

 　　　の担当所属に、

 　　　　・法人名

 　　　　・所在地



 　　　　・担当者名

 　　　　・担当者連絡先

 　　　を連絡すること。

 　　イ　会場等の都合により、出席者は１社２名以内とする。

 　　ウ　説明会に出席しない場合でも、本プロポーザルに参加できるものとする。

 　　エ　説明会は、急遽中止することがある。

 ６　その他

 （１）契約書の作成の要否　　要

 （２）契約保証金に関しては、千葉県財務規則第９９条によるものとする。

 （３）この募集に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３

 　　の規定による長期継続契約であるため、千葉県は、本契約締結日の属する翌年度以

 　　降において、この契約に係わる歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この

　　契約を変更又は解除することができる。


